
年
改
正
法 号

外�
平

成
二
十
一
年

四

月

一

日

教
育
職
員
免
許
法
及
び
教
育
公
務
員
特
例
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

(
平
成
十
九
年
法
律
第
九
十
八
号)

教
育
職
員
免
許
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

(

平
成
十
二
年
法
律
第
二
十
九
号)

教
育
職
員
免
許
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

(

平
成
十
二
年
法
律
第
二
十
九
号)

十
九

十
二

十
二

目

次

教
育
委
員
会
規
則

○
岐
阜
県
教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

教

職

員

課)

一
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
立
高
等
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

二
二

○
岐
阜
県
立
特
別
支
援
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

二
二

○
岐
阜
県
市
町
村
立
学
校
職
員
定
数
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

同

)

二
三

教
育
委
員
会
告
示

○
岐
阜
県
立
国
際
情
報
科
学
芸
術
ア
カ
デ
ミ
ー
の
管
理
運
営
事
務
の

委
任

(
同

)

二
三

教
育
委
員
会
規
則

岐
阜
県
教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日

岐
阜
県
教
育
委
員
会

委
員
長

月

村

時

子

岐
阜
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号

岐
阜
県
教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則(

昭
和
三
十
七
年
岐
阜
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号)

の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中｢

第
三
章

免
許
状
授
与
等
の
申
請
手
続
き(

第
九
条
―
第
十
五
条)

｣

を｢

第
三
章

免

第
三
章
の
二

許
状
授
与
等
の
申
請
手
続
き(

第
九
条
―
第
十
五
条)

免
許
状
更
新
講
習(

第
十
五
条
の
二
―
第
十
五
条
の
五)

｣

に
改
め
る
。

｢

第
二
条
の
表
中｢を

｣

( ) 平成21年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１

○

○

岐

阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日



十
年
改
正
施

規
則

二
年
改
正
施

規
則

二
年
改
正
施

規
則

年
改
正
法

年
改
正
法

教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

(

平
成
二
十
年
文
部
科
学
省
令
第
九
号)

教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

(

平
成
十
二
年
文
部
省
令
第
四
十
七
号)

教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

(

平
成
十
二
年
文
部
省
令
第
四
十
七
号)

二行 十行 十行

｢

に
、

｣

｢を

｣

に
改
め
る
。

｣

第
四
条
中｢

検
定
は｣

の
下
に｢

、
学
力
に
関
す
る
証
明
書｣

を
加
え
、
同
条
た
だ
し
書
中｢

第
五

条
第
二
項
及
び
第
五
項｣

を｢

第
五
条
第
三
項
及
び
第
六
項｣

に
改
め
る
。

第
九
条
第
一
項
中｢

第
二
若
し
く
は
第
二
の
二｣

を｢

別
表
第
二
若
し
く
は
別
表
第
二
の
二｣

に
改

め
、｢

掲
げ
る
書
類｣

の
下
に｢(

十
九
年
改
正
法
附
則
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
旧
免
許
状
所
持
者

(

以
下｢

旧
免
許
状
所
持
者｣

と
い
う
。)

及
び
法
別
表
第
一
、
別
表
第
二
又
は
別
表
第
二
の
二
に
規
定

す
る
普
通
免
許
状
に
係
る
所
要
資
格
を
得
た
日
又
は
施
行
規
則
第
六
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
資
格

を
有
す
る
こ
と
と
な
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
年
を
経
過
す
る
日
の
属
す
る
年
度
の
末
日
を
経

過
し
て
い
な
い
者
に
あ
つ
て
は
、
次
の
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類)｣

を
加
え
、
同
項

第
三
号
中｢

校
長｣

の
下
に｢

、
副
校
長｣

を
加
え
、
同
項
第
四
号
中｢

単
位
修
得
証
明
書｣

を｢

学

力
に
関
す
る
証
明
書
又
は
単
位
修
得
証
明
書｣

に
改
め
、
同
項
第
五
号
中｢

若
し
く
は
第
二｣

を｢

、

別
表
第
二
若
し
く
は
別
表
第
二
の
二｣

に
改
め
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

八

法
第
七
条
第
四
項
に
規
定
す
る
免
許
状
更
新
講
習
の
課
程
の
修
了
に
関
す
る
証
明
書

(

以
下

｢

免
許
状
更
新
講
習
修
了
証
明
書｣

と
い
う
。)

又
は
免
許
状
更
新
講
習
の
課
程
の
一
部
の
履
修
に

関
す
る
証
明
書(

以
下｢

免
許
状
更
新
講
習
履
修
証
明
書｣

と
い
う
。)

第
九
条
第
二
項
中｢

掲
げ
る
書
類｣

の
下
に｢(

旧
免
許
状
所
持
者
及
び
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項

に
規
定
す
る
教
員
資
格
認
定
試
験(

以
下｢

教
員
資
格
認
定
試
験｣

と
い
う
。)

に
合
格
し
た
日
の
翌

日
か
ら
起
算
し
て
十
年
を
経
過
す
る
日
の
属
す
る
年
度
の
末
日
を
経
過
し
て
い
な
い
者
に
あ
つ
て
は
、

前
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類)｣

を
加
え
、
同
項
第
一

号
中｢

に
規
定
す
る｣

を｢

及
び
第
八
号
に
掲
げ
る｣

に
改
め
、
同
項
第
二
号
中｢

法
第
十
六
条
の
二

第
一
項
の
規
定
に
よ
る｣

を
削
り
、
同
条
第
三
項
中｢

掲
げ
る
書
類｣

の
下
に｢(

旧
免
許
状
所
持
者

に
あ
つ
て
は
、
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類)｣

を

加
え
、
同
項
第
一
号
中｢

に
規
定
す
る｣

を｢

及
び
第
八
号
に
掲
げ
る｣

に
改
め
、
同
条
第
四
項
第
一

号
、
第
五
項
第
一
号
及
び
第
六
項
第
一
号
中｢

規
定
す
る
書
類｣

を｢

掲
げ
る
書
類｣

に
改
め
る
。

第
十
条
第
一
項
中｢

第
四
、
第
五
、
第
六
、
第
六
の
二
、
第
七
若
し
く
は
第
八｣

を｢

別
表
第
四
、

別
表
第
五
、
別
表
第
六
、
別
表
第
六
の
二
、
別
表
第
七
若
し
く
は
別
表
第
八｣

に
改
め
、｢

書
類｣

の

下
に｢(

旧
免
許
状
所
持
者
及
び
法
別
表
第
三
か
ら
別
表
第
八
ま
で
又
は
法
附
則
第
九
項
に
規
定
す
る

普
通
免
許
状
に
係
る
所
要
資
格
を
得
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
年
を
経
過
す
る
日
の
属
す
る
年
度

の
末
日
を
経
過
し
て
い
な
い
者
に
あ
つ
て
は
、
第
一
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類)｣

を
加
え
、

同
項
第
七
号
中｢(

現
職
者
は
、
必
要
と
し
な
い
。
以
下
同
じ
。)｣

を
削
り
、
同
項
第
八
号
中｢

単
位

修
得
証
明
書｣

を｢

学
力
に
関
す
る
証
明
書
又
は
単
位
修
得
証
明
書｣

に
改
め
、
同
項
に
次
の
一
号
を

加
え
る
。

九

免
許
状
更
新
講
習
修
了
証
明
書
又
は
免
許
状
更
新
講
習
履
修
証
明
書

第
十
条
第
三
項
中｢

掲
げ
る
書
類｣

の
下
に｢(

旧
免
許
状
所
持
者
及
び
施
行
法
第
二
条
に
規
定
す

る
普
通
免
許
状
に
係
る
所
要
資
格
を
得
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
年
を
経
過
す
る
日
の
属
す
る
年

度
の
末
日
を
経
過
し
て
い
な
い
者
に
あ
つ
て
は
、
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
、
第
六
号
及
び
第

七
号
に
掲
げ
る
書
類
並
び
に
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
書
類)｣

を
加
え
、
同
項
第
一
号
中｢

及

び
第
七
号
に
規
定
す
る｣

を｢

、
第
七
号
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る｣

に
改
め
、
同
条
第
四
項
中｢

の
規

定
す
る
免
許
状｣

を｢

に
規
定
す
る
免
許
状
の
授
与｣

に
改
め
、｢

掲
げ
る
書
類｣

の
下
に｢(

旧
免
許

状
所
持
者
及
び
法
附
則
第
十
八
項
に
規
定
す
る
普
通
免
許
状
に
係
る
所
要
資
格
を
得
た
日
の
翌
日
か
ら

起
算
し
て
十
年
を
経
過
す
る
日
の
属
す
る
年
度
の
末
日
を
経
過
し
て
い
な
い
者
に
あ
つ
て
は
、
第
一
項

第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
第
六
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
並
び
に
第
二
号
か
ら
第
四
号

ま
で
に
掲
げ
る
書
類)｣

を
加
え
、
同
項
第
一
号
中｢

、
第
六
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
規
定
す
る｣

を

｢

及
び
第
六
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲
げ
る｣

に
改
め
る
。

第
十
条
の
二
中｢
第
五
条
第
二
項｣

を｢

第
五
条
第
三
項｣

に
改
め
、
同
条
第
一
号
中｢

規
定
す
る｣

を｢

掲
げ
る｣

に
改
め
る
。

第
十
一
条
中｢

第
五
条
第
五
項｣

を｢

第
五
条
第
六
項｣

に
改
め
、
同
条
第
一
号
中｢

規
定
す
る｣
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を｢
掲
げ
る｣

に
改
め
る
。

第
十
二
条
の
二
た
だ
し
書
中｢

法
別
表
第
一
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る｣

を｢

新
教
育
領
域
に
関
す

る
特
別
支
援
教
育
科
目
の
修
得
に
よ
る｣

に
、｢

及
び
第
七
号｣

を｢

か
ら
第
八
号
ま
で｣

に
、｢

法
別

表
第
七
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る｣

を｢

教
育
職
員
検
定
に
よ
る｣

に
改
め
、
同
条
第
八
号
中｢

単
位

修
得
証
明
書｣
を｢
学
力
に
関
す
る
証
明
書
又
は
単
位
修
得
証
明
書｣

に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
九
号

と
し
、
同
条
第
七
号
を
同
条
第
八
号
と
し
、
同
条
第
六
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七

実
務
に
関
す
る
証
明
書

第
十
二
条
の
二
の
次
に
次
の
六
条
を
加
え
る
。

(

有
効
期
間
更
新
の
申
請)

第
十
二
条
の
三

法
第
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
免
許
状
の
有
効
期
間
の
更
新
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
は
、
有
効
期
間
の
満
了
す
る
日
の
二
月
前
ま
で
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一

有
効
期
間
更
新
申
請
書(

免
許
状
更
新
講
習
の
修
了
に
よ
る
も
の)

二

免
許
状
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

三

免
許
状
更
新
講
習
修
了
証
明
書
又
は
免
許
状
更
新
講
習
履
修
証
明
書

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
第
九
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
免
許
状
更
新
講
習
を
受
け

る
必
要
が
な
い
も
の
と
し
て
、
免
許
状
の
有
効
期
間
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
有
効
期
間

の
満
了
す
る
日
の
二
月
前
ま
で
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類(

施
行
規
則
第
六
十
一
条
の
四
第
三
号
、

第
四
号
及
び
第
六
号
に
規
定
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
書
類)

を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

有
効
期
間
更
新
申
請
書(

免
許
状
更
新
講
習
受
講
免
除
に
よ
る
も
の)

二

免
許
状
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

三

知
識
技
能
に
関
す
る
証
明
書

四

施
行
規
則
第
六
十
一
条
の
四
に
規
定
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

(

有
効
期
間
延
長
の
申
請)

第
十
二
条
の
四

法
第
九
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
免
許
状
の
有
効
期
間
の
延
長
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
は
、
有
効
期
間
の
満
了
す
る
日
の
二
月
前
ま
で
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一

有
効
期
間
延
長
申
請
書

二

免
許
状
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

三

免
許
状
の
有
効
期
間
の
満
了
の
日
ま
で
に
免
許
状
更
新
講
習
の
課
程
を
修
了
す
る
こ
と
が
困
難

で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

(

更
新
講
習
修
了
確
認
の
申
請)

第
十
二
条
の
五

十
九
年
改
正
法
附
則
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
更
新
講
習
修
了
確
認(

以
下｢

更

新
講
習
修
了
確
認｣

と
い
う
。)

を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
同
条
第
三
項
に
規
定
す
る
修
了
確
認

期
限(

以
下｢

修
了
確
認
期
限｣

と
い
う
。)

の
二
月
前
ま
で
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

更
新
講
習
修
了
確
認
申
請
書

二

免
許
状
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

三

免
許
状
更
新
講
習
修
了
証
明
書
又
は
免
許
状
更
新
講
習
履
修
証
明
書

(

十
九
年
改
正
法
附
則
第
二
条
第
三
項
第
三
号
に
規
定
す
る
確
認
の
申
請)

第
十
二
条
の
六

十
九
年
改
正
法
附
則
第
二
条
第
三
項
第
三
号
に
規
定
す
る
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る

者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

教
育
職
員
免
許
法
及
び
教
育
公
務
員
特
例
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律(

平
成
十
九
年
法
律
第

九
十
八
号)

附
則
第
二
条
第
三
項
第
三
号
の
確
認
申
請
書

二

免
許
状
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

三

免
許
状
更
新
講
習
修
了
証
明
書
又
は
免
許
状
更
新
講
習
履
修
証
明
書

(

修
了
確
認
期
限
延
期
の
申
請)

第
十
二
条
の
七

十
九
年
改
正
法
附
則
第
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
修
了
確
認
期
限
の
延
期
を
受
け

よ
う
と
す
る
者
は
、
修
了
確
認
期
限
の
二
月
前
ま
で
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類(

同
項
後
段
の
規

定
に
よ
り
修
了
確
認
期
限
の
延
期
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲

げ
る
書
類)

を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

修
了
確
認
期
限
延
期
申
請
書

二

免
許
状
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

三

修
了
確
認
期
限
ま
で
に
免
許
状
更
新
講
習
の
課
程
を
修
了
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
を
証

す
る
書
類

(
免
許
状
更
新
講
習
の
受
講
免
除
の
認
定
の
申
請)

第
十
二
条
の
八

十
九
年
改
正
法
附
則
第
二
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、

修
了
確
認
期
限
の
二
月
前
ま
で
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類(

二
十
年
改
正
施
行
規
則
附
則
第
十
条

第
一
項
第
三
号
、
第
四
号
及
び
第
六
号
に
規
定
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
四

号
に
掲
げ
る
書
類)
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

免
許
状
更
新
講
習
受
講
免
除
申
請
書
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二

免
許
状
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

三

知
識
技
能
に
関
す
る
証
明
書

四

二
十
年
改
正
施
行
規
則
附
則
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

第
三
章
の
次
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。

第
三
章
の
二

免
許
状
更
新
講
習

(

免
許
状
更
新
講
習
を
受
け
る
必
要
が
な
い
教
育
の
職)

第
十
五
条
の
二

施
行
規
則
第
六
十
一
条
の
四
第
二
号
及
び
二
十
年
改
正
施
行
規
則
附
則
第
十
条
第
一

項
第
二
号
に
規
定
す
る
免
許
管
理
者
が
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

県
教
育
委
員
会
の
教
育
長(
以
下｢

県
教
育
長｣

と
い
う
。)

及
び
県
教
育
委
員
会
の
教
育
次

長(

以
下｢

県
教
育
次
長｣

と
い
う
。)

そ
の
他
県
教
育
委
員
会
の
職
員
で
県
教
育
長
が
別
に
定

め
る
も
の

二

市
町
村
教
育
委
員
会
の
教
育
長
そ
の
他
市
町
村
教
育
委
員
会
の
職
員
で
県
教
育
長
が
別
に
定
め

る
も
の

２

施
行
規
則
第
六
十
一
条
の
四
第
四
号
に
規
定
す
る
免
許
管
理
者
が
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者

と
す
る
。

一

県
又
は
市
町
村
の
職
員
で
県
教
育
長
が
別
に
定
め
る
も
の

二

施
行
規
則
第
六
十
一
条
の
四
第
四
号
ニ
に
規
定
す
る
文
部
科
学
大
臣
が
指
定
し
た
独
立
行
政
法

人
の
職
員
で
県
教
育
長
が
別
に
定
め
る
も
の

三

県
内
の
学
校
法
人(

私
立
学
校
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
七
十
号)
第
三
条
に
規
定
す

る
学
校
法
人(

幼
稚
園
、
小
学
校
、
中
学
校
、
高
等
学
校
、
中
等
教
育
学
校
又
は
特
別
支
援
学
校

を
設
置
す
る
者
に
限
る
。)

を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

の
理
事

３

二
十
年
改
正
施
行
規
則
附
則
第
十
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
免
許
管
理
者
が
定
め
る
者
は
、

次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

県
又
は
市
町
村
の
職
員
で
県
教
育
長
が
別
に
定
め
る
も
の

二

県
内
の
学
校
法
人
の
理
事

(

免
許
管
理
者
が
指
定
す
る
表
彰
等)

第
十
五
条
の
三

施
行
規
則
第
六
十
一
条
の
四
第
五
号
及
び
二
十
年
改
正
施
行
規
則
附
則
第
十
条
第
一

項
第
五
号
に
規
定
す
る
免
許
管
理
者
が
指
定
す
る
表
彰
等
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
免
許

状
の
有
効
期
間
の
満
了
の
日
又
は
修
了
確
認
期
限
前
十
年
の
間
に
受
け
た
も
の
と
す
る
。

一

文
部
科
学
大
臣
優
秀
教
員
表
彰(

部
活
動
等
に
お
い
て
、
特
に
顕
著
な
成
績
を
上
げ
た
者
に
対

す
る
表
彰
を
除
く
。)

二

岐
阜
県
教
育
委
員
会
表
彰
規
則(

昭
和
三
十
九
年
岐
阜
県
教
育
委
員
会
規
則
第
九
号)

第
二
条

第
五
号
の
規
定
に
よ
る
表
彰(

同
規
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
一
号
又
は
第
二
号
に
該

当
す
る
と
認
め
る
者
に
つ
い
て
行
わ
れ
た
も
の
に
限
る
。)

(

更
新
講
習
修
了
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
教
育
の
職)

第
十
五
条
の
四

二
十
年
改
正
施
行
規
則
附
則
第
三
条
第
二
号
に
規
定
す
る
免
許
管
理
者
が
定
め
る
者

は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

県
教
育
長
及
び
県
教
育
次
長
そ
の
他
県
教
育
委
員
会
の
職
員
で
県
教
育
長
が
別
に
定
め
る
も
の

二

市
町
村
教
育
委
員
会
の
教
育
長
そ
の
他
市
町
村
教
育
委
員
会
の
職
員
で
県
教
育
長
が
別
に
定
め

る
も
の

２

二
十
年
改
正
施
行
規
則
附
則
第
三
条
第
三
号
に
規
定
す
る
免
許
管
理
者
が
定
め
る
者
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

県
又
は
市
町
村
の
職
員
で
県
教
育
長
が
別
に
定
め
る
も
の

二

県
内
の
学
校
法
人
の
理
事

(

免
許
状
更
新
講
習
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
教
育
の
職)

第
十
五
条
の
五

免
許
状
更
新
講
習
規
則(

平
成
二
十
年
文
部
科
学
省
令
第
十
号)

第
九
条
第
一
項
第

二
号
に
規
定
す
る
免
許
管
理
者
が
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

県
教
育
長
及
び
県
教
育
次
長
そ
の
他
県
教
育
委
員
会
の
職
員
で
県
教
育
長
が
別
に
定
め
る
も
の

二

市
町
村
教
育
委
員
会
の
教
育
長
そ
の
他
市
町
村
教
育
委
員
会
の
職
員
で
県
教
育
長
が
別
に
定
め

る
も
の

２

免
許
状
更
新
講
習
規
則
第
九
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
免
許
管
理
者
が
定
め
る
者
は
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

県
又
は
市
町
村
の
職
員
で
県
教
育
長
が
別
に
定
め
る
も
の

二

免
許
状
更
新
講
習
規
則
第
九
条
第
一
項
第
三
号
ニ
に
規
定
す
る
文
部
科
学
大
臣
が
指
定
し
た
独

立
行
政
法
人
の
職
員
で
県
教
育
長
が
別
に
定
め
る
も
の

三

県
内
の
学
校
法
人
の
理
事

第
十
六
条
中｢

又
は
第
十
一
条
第
三
項｣

を｢

若
し
く
は
第
十
一
条
第
四
項
又
は
十
九
年
改
正
法
附

則
第
二
条
第
五
項｣

に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
中｢

第
五
条
第
六
項｣

を｢

第
五
条
第
七
項｣

に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加

え
る
。

(

証
明
書
の
発
行
証
明)

第
二
十
一
条
の
二

施
行
規
則
第
六
十
一
条
の
十
又
は
二
十
年
改
正
施
行
規
則
附
則
第
十
五
条
の
規
定
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期
間

年
月
数
(ｂ
)

事
由

(休
職
､
産
育
休
等
の
別
)

計
(ａ
－
ｂ
)

計
(ａ
－
ｂ
)

勤務しなかつた期間

勤務しなかつた期間

年
月

日
か
ら

年
月

日
ま
で

年
月

日
か
ら

年
月

日
ま
で

年
月

日
か
ら

年
月

日
ま
で

期
間

年
月

日
か
ら

年
月

日
ま
で

年
月

日
か
ら

年
月

日
ま
で

年
月

日
か
ら

年
月

日
ま
で

年
月

日
か
ら

年
月

日
ま
で

年
月
数
(ｂ
)

事
由

(休
職
､
産
育
休
等
の
別
)

に
よ
る
証
明
書
の
発
行
に
関
す
る
証
明(

以
下｢

証
明
書
の
発
行
証
明｣

と
い
う
。)

を
受
け
よ
う

と
す
る
者
は
、
有
効
期
間
更
新
証
明
書
等
発
行
証
明
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

証
明
書
の
発
行
証
明
は
、
有
効
期
間
更
新
証
明
書
等
発
行
証
明
書
に
よ
り
行
う
。

(

証
明
書
の
書
換)

第
二
十
一
条
の
三

氏
名
又
は
本
籍
地
を
変
更
し
た
こ
と
に
よ
り
、
施
行
規
則
第
六
十
一
条
の
十
又
は

二
十
年
改
正
施
行
規
則
附
則
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
発
行
さ
れ
た
証
明
書
の
書
換
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

有
効
期
間
更
新
証
明
書
等
書
換
申
請
書

二

書
換
を
す
る
証
明
書

三

戸
籍
抄
本

第
二
十
二
条
第
十
一
号
の
次
に
次
の
八
号
を
加
え
る
。

十
一
の
二

有
効
期
間
更
新
申
請
書(

免
許
状
更
新
講
習
の
修
了
に
よ
る
も
の)

別
記
第
十
一
号

様
式
の
二

十
一
の
三

有
効
期
間
更
新
申
請
書(

免
許
状
更
新
講
習
受
講
免
除
に
よ
る
も
の)

別
記
第
十
一

号
様
式
の
三

十
一
の
四

知
識
技
能
に
関
す
る
証
明
書

別
記
第
十
一
号
様
式
の
四

十
一
の
五

有
効
期
間
延
長
申
請
書

別
記
第
十
一
号
様
式
の
五

十
一
の
六

更
新
講
習
修
了
確
認
申
請
書

別
記
第
十
一
号
様
式
の
六

十
一
の
七

教
育
職
員
免
許
法
及
び
教
育
公
務
員
特
例
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律(

平
成
十
九
年

法
律
第
九
十
八
号)

附
則
第
二
条
第
三
項
第
三
号
の
確
認
申
請
書

別
記
第
十
一
号
様
式
の
七

十
一
の
八

修
了
確
認
期
限
延
期
申
請
書

別
記
第
十
一
号
様
式
の
八

十
一
の
九

免
許
状
更
新
講
習
受
講
免
除
申
請
書

別
記
第
十
一
号
様
式
の
九

第
二
十
二
条
第
十
八
号
を
削
り
、
同
条
第
十
八
号
の
二
中｢

別
記
第
十
八
号
様
式
の
二｣

を｢
別
記

第
十
八
号
様
式｣

に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
十
八
号
と
し
、
同
条
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

二
十
二

有
効
期
間
更
新
証
明
書
等
発
行
証
明
申
請
書

別
記
第
二
十
二
号
様
式

二
十
三

有
効
期
間
更
新
証
明
書
等
発
行
証
明
書

別
記
第
二
十
三
号
様
式

二
十
四

有
効
期
間
更
新
証
明
書
等
書
換
申
請
書

別
記
第
二
十
四
号
様
式

第
二
十
三
条
中｢

教
育
長｣

を｢

県
教
育
長｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
号
様
式
中｢第

10条
､
第
10条
の
２
､
第
11条
｣

を｢第
10条
―
第
11条
､
第
12条
の
２
｣

｢

に
、｢を

｣

に
改
め
る
。

別
記
第
三
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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年
月

日

証
明
者
職
氏
名

印

特
記
事
項

疾
病
異
常

項
目

あ
り
(具
体
的
内
容

)

な
し

状
況

年
月
日

効
期
間
の
満
了
の
日

了
確
認
期
限

年
月
日

学
校
名

学
校
名

年
月

日

部
科
名

本
籍

地

部
科
名

入
学
､
卒
業
､
修
了
､

中
退
､
休
学
､
転
学
別

入
学
､
卒
業
､
修
了
､

中
退
､
休
学
､
転
学
別

本
籍
地
(都
道
府
県
名
)

備
考

備
考

※
有修

第
３
号
様
式
(第
６
条
､
第
10条
―
第
11条
､
第
12条
の
２
､
第
22条
関
係
)

身
体
に
関
す
る
証
明
書

住
所

勤
務
(予
定
)
校

(ふ
り
が
な
)

氏
名

生
年
月
日

上
記
の
と
お
り
事
実
と
相
違
な
い
こ
と
を
証
明
し
ま
す
｡

年
月

日

身
体
証
明
責
任
者
職
氏
名

印

(注
)
１
証
明
者
は
､
医
師
又
は
勤
務
校
の
校
長
で
あ
る
こ
と
｡

２
勤
務
校
の
校
長
が
証
明
者
と
な
る
場
合
は
､
疾
病
異
常
欄
及
び
特
記
事
項
欄
に
つ
い
て

は
､
健
康
診
断
票
か
ら
転
記
す
る
こ
と
｡

別
記
第
四
号
様
式
中｢本

籍
地

住
所
｣

を｢本
籍
地
(都
道
府
県
名
)

住
所
｣

に
、｢生

年
月

日
｣

を｢生
年

月
日

連
絡

先
｣

に
改
め
る
。

｢
｢

｢

別
記
第
五
号
様
式
中

を

に
、

｣
｣

｢を

｣

に
改
め
、
同
様

｣

式�
中
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
を
第
三
号
と
し
、
第
一
号
の
次
に

次
の
一
号
を
加
え
る
。

２
※
印
欄
は
､
不
要
な
も
の
を
抹
消
し
､
有
効
期
間
の
満
了
の
日
に
つ
い
て
は
､
法
第
９

条
第
１
項
､
第
２
項
若
し
く
は
第
４
項
又
は
第
９
条
の
２
第
４
項
若
し
く
は
第
５
項
に
規

定
す
る
有
効
期
間
の
満
了
の
日
の
う
ち
最
も
遅
い
日
を
記
入
す
る
こ
と
｡

別
記
第
六
号
様
式
中｢懲

戒
免
職
の
処
分
｣

を｢懲
戒
免
職
の
処
分
を
受
け
､
又
は
地
方
公
務
員
法

(昭
和
25年
法
律
第
261号

)
第
28条
第
１
項
第
１
号
若
し
く
は
第
３
号
に
該
当
す
る
と
し
て
分
限
免
職

処
分
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
十
一
号
様
式
中｢本

籍
地

住
所
｣

を｢本
籍
地
(都
道
府
県
名
)

住
所
｣

に
、｢氏

名
｣

を ｢氏
名

生
年

月
日

連
絡

先
｣

に
、｢年

月
日
生
｣

を｢年

号 外 � 岐 阜 県 公 報 平成21年４月１日 ( )６



第11号様式の２ (第12条の３､ 第22条関係)

有効期間更新申請書 (免許状更新講習の修了によるもの)

年 月 日

岐阜県教育委員会 様
岐阜県収入証紙

本籍地 (都道府県名)
住 所
勤 務 (予 定) 校
(ふ り が な)
氏 名
生 年 月 日 年 月 日
連 絡 先

教育職員免許法第９条の２第１項の規定により有効期間の更新を受けたいので､ 次のとおり申請しま
す｡

有す
る免
許状

免許状の種類 免許状番号 授与年月日 授 与 権 者 免許状の氏名
免許状の
本 籍 地

修了
又は
履修
した
免許
状更
新講
習

事 項 開設者 修了 (履修) 年月日 対象免許種

教育についての省察並びに
子どもの変化､ 教育政策の
動向及び学校の内外におけ
る連携協力についての理解
に関する事項

年 月 日

教科指導・生徒指導その他
教育の充実に関する事項

年 月 日
年 月 日
年 月 日

教 ・ 養 ・ 栄
教 ・ 養 ・ 栄
教 ・ 養 ・ 栄

(注) １ 有する免許状が上記以外にある場合は､ 残余の免許状について､ 別紙に記入すること｡
２ 対象免許種欄は､ 教諭の免許状に対応する免許状更新講習であれば ｢教｣､ 養護教諭免許状
に対応する免許状更新講習であれば ｢養｣､ 栄養教諭免許状に対応する免許状更新講習であれ
ば ｢栄｣ に○印を記入すること｡

月
日
｣

に
改
め
、
同
様
式
の
次
に
次
の
八
様
式
を
加
え
る
。

( ) 平成21年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �７



第11号様式の３ (第12条の３､ 第22条関係)

有効期間更新申請書 (免許状更新講習受講免除によるもの)

年 月 日

岐阜県教育委員会 様
岐阜県収入証紙

本籍地 (都道府県名)
住 所
勤 務 (予 定) 校
(ふ り が な)
氏 名
生 年 月 日 年 月 日
連 絡 先

教育職員免許法第９条の２第１項の規定により免許状更新講習の受講を免除の上で有効期間の更新を受けた
いので､ 次のとおり申請します｡

免 除 事 由

有す
る免
許状

免許状の種類 免許状番号 授与年月日 授与権者 免許状の氏名
免許状の
本 籍 地

上記の者は､ 次のとおり教育職員免許法施行規則第61条の４に規定する者に該当することを証明します｡
１ □校長 □副校長 □教頭 □主幹教諭 □指導教諭
２ □指導主事 □社会教育主事
□教育委員会において学校教育又は社会教育に関する専門的事項の指導等に関する事務に従事している者

３ □免許状更新講習の講師
４ □県又は市町村の職員で第２号又は第３号に準ずる者
□学校法人の理事で第２号又は第３号に準ずる者
□独立行政法人 (文部科学大臣が指定する者に限る｡) の職員で第２号又は第３号に準ずる者

５ □前各号と同等以上の最新の知識技能を有する者 (文部科学大臣が定める者に限る｡)
年 月 日

証明者 職氏名 印□
(注) １ 有する免許状が上記以外にある場合は､ 残余の免許状について､ 別紙に記入すること｡

２ 該当する項目の□に ｢レ｣ を記入すること｡
３ 証明者は､ 原則として所属長とすること｡ ただし､ 次の表の左欄に掲げる者にあつては､ 同表右
欄に掲げる者とすること｡

免許状更新講習の免除対象者 証明者

校長 国立学校 国立大学法人の長

県立学校 県教育委員会 (教職員課長)

市町村立学校 市町村教育委員会 (人事担当課長)

私立学校 学校法人の理事長

教育委員会の職員 教育長､ 教育次長
又は本庁課長

教育委員会

現地機関の長 本庁課長

免許状更新講習の講師 講習開設者

学校法人の理事 学校法人の理事長

号 外 � 岐 阜 県 公 報 平成21年４月１日 ( )８



第11号様式の４ (第12条の３､ 第12条の８､ 第22条関係)

(親展文書)

知識技能に関する証明書

勤 務 校
(ふりがな)
氏 名
生 年 月 日

上記の者の知識技能は､ 次のとおりです｡

項 目
所 見

十分である 十分でない

１ 学校経営

２ 学校教育の管理

３ 教育活動の管理

４ 職員の指導・管理

５ 学習指導

６ 生徒指導

７ 学校教育又は社会教育に関する
専門的事項の指導等

８ 保健管理

９ 健康指導

10 給食管理

11 食に関する指導

年 月 日
証明者 職氏名 印□

(注) １ 校長にあつては１､ ２及び４の項目に○を付けること｡
２ 副校長及び教頭にあつては１､ ３及び４の項目に○を付けること｡
３ 主幹教諭､ 指導教諭にあつては５及び６の項目に○を付けること｡
４ 指導主事､ 社会教育主事その他教育委員会において学校教育又は社会教育に関する専門的事項の指
導等に関する事務に従事している者にあつては７の項目に○を付けること｡
５ 施行規則第61条の４第５号に規定する表彰等又は20年改正施行規則附則第10条第１項第５号に規定
する表彰等を受けた者のうち教諭にあつては５及び６､ 養護教諭にあつては８及び９､ 栄養教諭にあ
つては10及び11の項目に○を付けること｡
６ 証明者は､ 原則として所属長とすること｡ ただし､ 次の表の左欄に掲げる者にあつては､ 同表右欄
に掲げる者とすること｡

免許状更新講習の免除対象者 証明者

校長 国立学校 国立大学法人の長

県立学校 県教育委員会 (教職員課長)

市町村立学校 市町村教育委員会 (人事担当課長)

私立学校 学校法人の理事長

教育委員会の職員 教育長､ 教育次長
又は本庁課長

教育委員会

現地機関の長 本庁課長

( ) 平成21年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �９



第11号様式の５ (第12条の４､ 第22条関係)

有効期間延長申請書

年 月 日

岐阜県教育委員会 様
岐阜県収入証紙

本籍地 (都道府県名)
住 所
勤 務 (予 定) 校
(ふ り が な)
氏 名
生 年 月 日 年 月 日
連 絡 先

教育職員免許法第９条の２第５項及び教育職員免許法施行規則第61条の６の規定により免許状の有効期間に
ついて 年 月 日まで延長を受けたいので､ 次のとおり申請します｡

延 長 事 由

延 長 事 由 が 存 続 す る 期 間 年 月 日 ～ 年 月 日

有す
る免
許状

免許状の種類 免許状番号 授与年月日 授与権者 免許状の氏名
免許状の
本 籍 地

(注) 有する免許状が上記以外にある場合は､ 残余の免許状について､ 別紙に記入すること｡

号 外 � 岐 阜 県 公 報 平成21年４月１日 ( )10



第11号様式の６ (第12条の５､ 第22条関係)

更新講習修了確認申請書

年 月 日

岐阜県教育委員会 様
岐阜県収入証紙

本籍地 (都道府県名)
住 所
勤 務 (予 定) 校
(ふ り が な)
氏 名
生 年 月 日 年 月 日
連 絡 先

教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律 (平成19年法律第98号) 附則第２条第２項及び
教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令 (平成20年文部科学省令第９号) 附則第９条第１項の規定によ
り更新講習修了確認を受けたいので､ 次のとおり申請します｡

有す
る免
許状

免許状の種類 免許状番号 授与年月日 授与権者 免許状の氏名
免許状の
本 籍 地

修了
又は
履修
した
免許
状更
新講
習

事 項 開設者 修了 (履修) 年月日 対象免許種

教育についての省察並びに
子どもの変化､ 教育政策の
動向及び学校の内外におけ
る連携協力についての理解
に関する事項

年 月 日

教科指導・生徒指導その他
教育の充実に関する事項

年 月 日
年 月 日
年 月 日

教・養・栄
教・養・栄
教・養・栄

(注) １ 有する免許状が上記以外にある場合は､ 残余の免許状について､ 別紙に記入すること｡
２ 対象免許種欄は､ 教諭を対象とする免許状更新講習であれば ｢教｣､ 養護教諭を対象とする免許状
更新講習であれば ｢養｣､ 栄養教諭を対象とする免許状更新講習であれば ｢栄｣ に○印を記入するこ
と｡

( ) 平成21年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �11



第11号様式の７ (第12条の６､ 第22条関係)

教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律 (平成19年法律第98号) 附則第２条
第３項第３号の確認申請書

年 月 日

岐阜県教育委員会 様
岐阜県収入証紙

本籍地 (都道府県名)
住 所
勤 務 (予 定) 校
(ふ り が な)
氏 名
生 年 月 日 年 月 日
連 絡 先

教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律 (平成19年法律第98号) 附則第２条第３項第３
号及び教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令 (平成20年文部科学省令第９号) 附則第９条第１項の規
定により同法附則第２条第３項第３号に規定する確認を受けたいので､ 次のとおり申請します｡

有す
る免
許状

免許状の種類 免許状番号 授与年月日 授与権者 免許状の氏名
免許状の
本 籍 地

修了
又は
履修
した
免許
状更
新講
習

事 項 開設者 修了 (履修) 年月日

教育についての省察並びに
子どもの変化､ 教育政策の
動向及び学校の内外におけ
る連携協力についての理解
に関する事項

年 月 日

教科指導・生徒指導その他
教育の充実に関する事項

年 月 日
年 月 日
年 月 日

(注) 有する免許状が上記以外にある場合は､ 残余の免許状について､ 別紙に記入すること｡

号 外 � 岐 阜 県 公 報 平成21年４月１日 ( )12



第11号様式の８ (第12条の７､ 第22条関係)

修了確認期限延期申請書

年 月 日

岐阜県教育委員会 様
岐阜県収入証紙

本籍地 (都道府県名)
住 所
勤 務 (予 定) 校
(ふ り が な)
氏 名
生 年 月 日 年 月 日
連 絡 先

教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律 (平成19年法律第98号) 附則第２条第４項及び
教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令 (平成20年文部科学省令第９号) 附則第９条第１項の規定によ
り 年 月 日まで修了確認期限の延期を受けたいので､ 次のとおり申請します｡

延 期 事 由

延 期 事 由 が 存 続 す る 期 間 年 月 日 ～ 年 月 日

有
す
る
免
許
状

免許状の種類 免許状番号 授与年月日 授与権者 免許状の氏名
免許状の
本 籍 地

(注) 有する免許状が上記以外にある場合は､ 残余の免許状について､ 別紙に記入すること｡

( ) 平成21年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �13



第11号様式の９ (第12条の８､ 第22条関係)

免許状更新講習受講免除申請書

年 月 日

岐阜県教育委員会 様
岐阜県収入証紙

本籍地 (都道府県名)
住 所
勤 務 (予 定) 校
(ふ り が な)
氏 名
生 年 月 日 年 月 日
連 絡 先

教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律 (平成19年法律第98号) 附則第２条第５項及び
教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令 (平成20年文部科学省令第９号) 附則第９条第１項の規定によ
り免許状更新講習の受講免除の認定を受けたいので､ 次のとおり申請します｡

免 除 事 由

有す
る免
許状

免許状の種類 免許状番号 授与年月日 授与権者 免許状の氏名
免許状の
本 籍 地

上記の者は､ 次のとおり教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令 (平成20年文部科学省令第９号) 附
則第10条第１項に規定する者に該当することを証明します｡
１ □校長 □副校長 □教頭 □主幹教諭 □指導教諭
２ □指導主事 □社会教育主事
□教育委員会において学校教育又は社会教育に関する専門的事項の指導等に関する事務に従事している者

３ □免許状更新講習の講師
４ □県又は市町村の職員で第２号又は第３号に準ずる者
□学校法人の理事で第２号又は第３号に準ずる者

５ □前各号と同等以上の最新の知識技能を有する者 (文部科学大臣が定める者に限る｡)
年 月 日

証明者 職氏名 印□
(注) １ 有する免許状が上記以外にある場合は､ 残余の免許状について､ 別紙に記入すること｡

２ 該当する項目の□に ｢レ｣ を記入すること｡
３ 証明者は､ 原則として所属長とすること｡ ただし､ 次の表の左欄に掲げる者にあつては､ 同表右欄
に掲げる者とすること｡

免許状更新講習の免除対象者 証明者

校長 国立学校 国立大学法人の長

県立学校 県教育委員会 (教職員課長)

市町村立学校 市町村教育委員会 (人事担当課長)

私立学校 学校法人の理事長

教育委員会の職員 教育長､ 教育次長
又は本庁課長

教育委員会

現地機関の長 本庁課長

免許状更新講習の講師 講習開設者

学校法人の理事 学校法人の理事長
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号
該
当

号
該
当
号
該
当
)

該
当

効
期
間
の

了
の
日

加
し
た
特
別

援
教
育
領
域

し
た
特
別

教
育
領
域

返
納
の
理
由

返
納
の
理
由

追
加
年
月
日

追
加
年
月
日

・
教
育
職
員
免
許
法
第
10条
第
１
項
第

(教
育
職
員
免
許
法
第
５
条
第
１
項
第

・
教
育
職
員
免
許
法
第
11条
第

項

・
教
育
職
員
免
許
法
第
10条
第
１
項
第

(教
育
職
員
免
許
法
第
５
条
第
１
項

・
教
育
職
員
免
許
法
第
11条
第

・
教
育
職
員
免
許
法
及
び
教
育
公
務
員

法
律
(平
成
19年
法
律
第
98号
)
附

年
月

日

年
月

日

年
月

日

追
加
支
援有満 追支

第
号
該
当
)

項
該
当

特
例
法
の
一
部
を
改
正
す
る

則
第
２
条
第
５
項
該
当

別
記
第
十
二
号
様
式
及
び
別
記
第
十
三
号
様
式
中｢本

籍
地

住
所
｣

を｢本
籍
地
(都

住

道
府
県
名
)所
｣

に
、｢生

年
月

日
｣

を｢生
年

月
日

連
絡

先
｣

に
、 ｢

｢を

｣

｢

に
改
め

｣

る
。別

記
第
十
五
号
様
式
中｢

※

教
育
職
員
免
許
法
第
10条
第
２
項

第
11条

第
４
項
の
規
定
に
よ
り
､
本
書
を
添
え
て
｣

｢

を｢次
の
と
お
り
｣

に
、

｢を

｣

に
改
め
、
同
様
式�
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

｣

(注
)
｢返
納
の
理
由
｣
欄
に
は
該
当
す
る
号
番
号
又
は
項
番
号
を
記
入
し
､
不
要
な
と
こ
ろ
を
抹
消

す
る
こ
と
｡

別
記
第
十
六
号
様
式
の
二
か
ら
別
記
第
十
七
号
様
式
そ
の
二
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第
16号
様
式
の
２
(第
22条
関
係
)

(
教
育
職
員)

特
別
免
許
状

本
籍
地

氏

名
年

月

日
生

右
の
者
に
教
育
職
員
免
許
法
第
五
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
左
記
の(

教
科
・
事
項)

に
つ
い
て(

教
育
職
員)

特
別
免
許
状
を
授
与
す
る
。

記
年

月

日

岐
阜
県
教
育
委
員
会

印

(

番
号)

授
与
条
件

有
効
期
間
の
満
了
の
日

年

月

日

こ
の
免
許
状
は
、
教
育
職
員
免
許
法
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
岐
阜
県
に
お
い
て
の

み
効
力
を
有
す
る
。

備
考

記
載
は
、
施
行
規
則
別
記
第
一
号
様
式
の
備
考
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
17号
様
式
そ
の
１
(第
22条
関
係
)

(

教
育
職
員)

臨
時
免
許
状

本
籍
地

氏

名
年

月

日
生

右
の
者
に(

教
育
職
員
免
許
法
第

条)
(

教
育
職
員
免
許
法
施
行
法
第
二
条)

の
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り(

左
記
の
教
科)

に
つ
い
て(

教
育
職
員)

臨
時
免
許
状
を
授
与
す
る
。

(

記)

年

月

日

岐
阜
県
教
育
委
員
会

印

(

番
号)

授
与
条
件

こ
の
免
許
状
は
、
教
育
職
員
免
許
法
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
授
与
し
た
日
か
ら
三

年
間
岐
阜
県
に
お
い
て
の
み
効
力
を
有
す
る
。

備
考

記
載
は
、
施
行
規
則
別
記
第
一
号
様
式
の
備
考
及
び
施
行
法
施
行
規
則
別
記
第
二
号
様
式
の

備
考
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
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含
む
｡)

年
月

日

年
月

日

有
効
期
間
の
満
了
の
日

又
は
修
了
確
認
期
限

病
弱
者
(身
体
虚
弱
者
を
含
む
｡)

病
弱
者
(身
体
虚
弱
者
を

年
月

日
第
17号
様
式
そ
の
２
(第
22条
関
係
)

(
教
育
職
員)

臨
時
免
許
状

本
籍
地

氏

名
年

月

日
生

右
の
者
は
、
教
育
職
員
免
許
法
施
行
法
第
一
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り(

左
記
の
教
科

に
つ
い
て)

(

教
育
職
員)
臨
時
免
許
状
を
有
す
る
も
の
と
み
な
す
。

(

記)

年

月

日

岐
阜
県
教
育
委
員
会

印

(

番
号)

授
与
条
件

こ
の
免
許
状
は
、
教
育
職
員
免
許
法
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
授
与
し
た
日
か
ら
三

年
間
岐
阜
県
に
お
い
て
の
み
効
力
を
有
す
る
。

備
考

記
載
は
、
施
行
法
施
行
規
則
別
記
第
一
号
様
式
の
備
考
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

別
記
第
十
八
号
様
式
を
削
り
、
別
記
第
十
八
号
様
式
の
二
中｢第

５
条
第
３
項
｣

を｢第
５
条

第
４
項
｣

に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
第
十
八
号
様
式
と
す
る
。

｢

別
記
第
二
十
号
様
式
中

｢を

｣

に
改
め
る
。

｣

別
記
第
二
十
一
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第21号様式 (第21条､ 第22条関係)

第 号

教育職員免許状授与証明書

本 籍 地
氏 名
生 年 月 日 年 月 日

上記の者に下記の免許状を授与したことを証明します｡

記

免 許 状 種 類

教科､ 事項又は領域

免 許 状 番 号

授 与 年 月 日

授 与 権 者

追加した領域及び

追 加 年 月 日

領 域 名 追加年月日

根 拠 規 定

有効期間の満了の日

備 考

年 月 日

岐阜県教育委員会

備考 二十年改正施行規則附則第９条第１項に規定する行為を受けた者については､ ｢有効期間の満了の日｣
を ｢修了確認期限｣ とする｡
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第22号様式 (第21条の２､ 第22条関係)

有効期間更新証明書等発行証明申請書

年 月 日

岐阜県教育委員会 様
岐阜県収入証紙

申請者住所
申請者氏名
連 絡 先

次の証明書の発行証明書を申請します｡

氏 名

本 籍 地
都 道
府 県

生年月日 年 月 日

証 明 書 の 種 類

有効期間更新証明書

有効期間延長証明書

更新講習修了確認証明書

教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律 (平成19年
法律第98号) 附則第２条第３項第３号の確認証明書

修了確認期限延期証明書

免許状更新講習免除証明書

証 明 書 の 番 号 第 号 発行年月日 年 月 日

有効期間の満了の日
又は修了確認期限

年 月 日

(注) 証明書の種類欄は､ 発行証明を希望する証明書の左欄に○を記入すること｡

別
記
第
二
十
一
号
様
式
の
次
に
次
の
三
様
式
を
加
え
る
。
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第23号様式 (第21条の２､ 第22条関係)

第 号

有効期間更新証明書等発行証明書

本 籍 地
氏 名
生年月日 年 月 日

上記の者に下記の証明書を発行したことを証明します｡

記

証 明 書 の 種 類

証 明 書 の 番 号

発 行 年 月 日

有効期間の満了の日

免 許 状 の 種 類

授 与 年 月 日

授 与 権 者

免 許 状 の 番 号

免 許 状 の 氏 名

免 許 状 の 本 籍 地

年 月 日

岐阜県教育委員会

備考 旧免許状所持者については､ ｢有効期間の満了の日｣ を ｢修了確認期限｣ とする｡
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第24号様式 (第21条の３､ 第22条関係)

有効期間更新証明書等書換申請書

年 月 日

岐阜県教育委員会 様
岐阜県収入証紙

本籍地 (都道府県名)
住 所
勤 務 (予 定) 校
(ふ り が な)
氏 名
生 年 月 日 年 月 日
連 絡 先

次のとおり変更したので､ 証明書の書換を申請します｡

( ふ り が な )
氏 名

新

旧

本 籍 地
( 都 道 府 県 名 )

新

旧

書 換 事 由

証 明 書 の 種 類

有効期間更新証明書

有効期間延長証明書

更新講習修了確認証明書

教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律 (平成19年法律第
98号) 附則第２条第３項第３号の確認証明書

修了確認期限延期証明書

免許状更新講習免除証明書

証 明 書 の 番 号 第 号 発行年月日 年 月 日

有効期間の満了の日
又は修了確認期限

年 月 日

(注) 証明書の種類欄は､ 書換を希望する証明書の左欄に○を記入すること｡
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付
表
第
六
備
考
第
三
号
及
び
第
四
号
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
岐
阜
県
教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
の

規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
用
紙(

以
下｢

旧
用
紙｣

と
い
う
。)

が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
岐
阜
県
教
育
職
員
免
許
法
施
行
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
旧
用
紙

を
そ
の
ま
ま
使
用
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

岐
阜
県
立
高
等
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日

岐
阜
県
教
育
委
員
会

委
員
長

月

村

時

子

岐
阜
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号

岐
阜
県
立
高
等
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
立
高
等
学
校
管
理
規
則(

昭
和
三
十
九
年
岐
阜
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号)

の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(

副
校
長
等)

第
十
五
条

学
校
に
副
校
長
及
び
主
幹
教
諭
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

２

副
校
長
は
、
校
長
を
助
け
、
命
を
受
け
て
校
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

３

主
幹
教
諭
は
、
校
長(

副
校
長
を
置
く
学
校
に
あ
つ
て
は
、
校
長
及
び
副
校
長)

及
び
教
頭
を
助

け
、
命
を
受
け
て
校
務
の
一
部
を
整
理
し
、
並
び
に
生
徒
の
教
育
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
十
七
条
第
一
項
本
文
中｢

進
路
指
導
主
事｣

の
下
に｢(

通
信
制
の
課
程
に
あ
つ
て
は
、
教
務
主

任
及
び
生
徒
指
導
主
事
に
限
る
。
以
下｢

教
務
主
任
等｣

と
い
う
。)｣

を
加
え
、
同
項
た
だ
し
書
を
次

の
よ
う
に
改
め
る
。

た
だ
し
、
教
務
主
任
等
の
担
当
す
る
校
務
を
整
理
す
る
主
幹
教
諭
を
置
く
学
校
に
つ
い
て
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

第
十
七
条
第
八
項
中｢

教
務
主
任
、
学
年
主
任
、
図
書
主
任
、
生
徒
指
導
主
事
及
び
進
路
指
導
主
事｣

を｢

教
務
主
任
等｣

に
改
め
、｢

教
諭｣

の
下
に｢(

保
健
主
事
に
あ
つ
て
は
、
教
諭
又
は
養
護
教
諭)｣

を
加
え
、
同
条
第
九
項
を
削
る
。

第
十
八
条
第
一
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
者
の
担
当
す
る
校
務
を
整
理
す
る
主
幹
教
諭
を
置
く
学
校
に
つ
い
て
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

第
二
十
条
第
一
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
者
の
担
当
す
る
寮
務
を
整
理
す
る
主
幹
教
諭
を
置
く
学
校
に
つ
い
て
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

第
二
十
条
の
二
第
三
項
中｢

当
該
学
校
の｣

の
下
に｢

主
幹
教
諭(

養
護
又
は
栄
養
の
指
導
及
び
管

理
を
つ
か
さ
ど
る
主
幹
教
諭
を
除
く
。)

又
は｣

を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
立
特
別
支
援
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日

岐
阜
県
教
育
委
員
会

委
員
長

月

村

時

子

岐
阜
県
教
育
委
員
会
規
則
第
八
号

岐
阜
県
立
特
別
支
援
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
立
特
別
支
援
学
校
管
理
規
則(

昭
和
三
十
九
年
岐
阜
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号)

の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(

副
校
長
等)

第
十
四
条

学
校
に
副
校
長
及
び
主
幹
教
諭
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

２

副
校
長
は
、
校
長
を
助
け
、
命
を
受
け
て
校
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

３

主
幹
教
諭
は
、
校
長(

副
校
長
を
置
く
学
校
に
あ
つ
て
は
、
校
長
及
び
副
校
長)

及
び
教
頭
を
助

け
、
命
を
受
け
て
校
務
の
一
部
を
整
理
し
、
並
び
に
生
徒
の
教
育
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
十
五
条
第
一
項
中｢

属
す
る｣

の
下
に｢

主
幹
教
諭
又
は｣

を
加
え
る
。

第
十
六
条
第
一
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
者
の
担
当
す
る
校
務
を
整
理
す
る
主
幹
教
諭
を
置
く
学
校
に
つ
い
て
は
、
こ
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小
学
校

学
校
栄
養
職
員(

栄
養
教
諭
を
含
む
。)

養
護
教
諭
及
び
養
護
助
教
諭

校
長
、
教
頭
、
教
諭
、
助
教
諭
及
び
講
師

一
二
四
人

三
九
六
人

六
、
七
三
〇
人

小

学
校

学
校

事
務
職
員

学
校
栄
養
職
員

栄
養
教
諭

養
護
教
諭
及
び
養
護
助
教
諭

校
長
、
教
頭
、
教
諭
、
助
教
諭
及
び
講
師

事
務
職
員

学
校
栄
養
教
員

栄
養
教
諭

養
護
教
諭
及
び
養
護
助
教
諭

校
長
、
教
頭
、
教
諭
、
助
教
諭
及
び
講
師

中
学
校

事
務
職
員

学
校
栄
養
職
員(

栄
養
教
諭
を
含
む
。)

養
護
教
諭
及
び
養
護
助
教
諭

校
長
、
教
頭
、
教
諭
、
助
教
諭
及
び
講
師

事
務
職
員

二
〇
六
人

三
〇
人

二
九
人

二
〇
一
人

四
、
〇
二
七
人

三
九
二
人

六
九
人

五
一
人

三
九
四
人

六
、
七
四
一
人

二
〇
五
人

五
八
人

二
〇
〇
人

四
、
〇
〇
一
人

三
九
四
人

中

の
限
り
で
な
い
。

第
十
六
条
第
四
項
中｢

教
務
主
任｣

の
下
に｢

及
び
保
健
主
事｣

を
、｢

教
諭｣

の
下
に｢(

保
健
主

事
に
あ
つ
て
は
、
教
諭
又
は
養
護
教
諭)｣

を
加
え
、
同
条
第
五
項
を
削
る
。

第
十
七
条
第
一
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
者
の
担
当
す
る
校
務
を
整
理
す
る
主
幹
教
諭
を
置
く
学
校
に
つ
い
て
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

第
十
八
条
第
一
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
者
の
担
当
す
る
寮
務
を
整
理
す
る
主
幹
教
諭
を
置
く
学
校
に
つ
い
て
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

第
十
八
条
第
五
項
中｢

及
び｣

を｢
又
は｣

に
改
め
る
。

第
二
十
条
の
二
第
三
項
中｢

当
該
学
校
の｣
の
下
に｢

主
幹
教
諭(

養
護
又
は
栄
養
の
指
導
及
び
管

理
を
つ
か
さ
ど
る
主
幹
教
諭
を
除
く
。)

又
は｣
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
市
町
村
立
学
校
職
員
定
数
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日

岐
阜
県
教
育
委
員
会

委
員
長

月

村

時

子

岐
阜
県
教
育
委
員
会
規
則
第
九
号

岐
阜
県
市
町
村
立
学
校
職
員
定
数
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
市
町
村
立
学
校
職
員
定
数
規
則(

昭
和
三
十
九
年
岐
阜
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
一
号)

の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

｢

｢

本
則
の
表
中

を

｣

に
改
め
る
。

｣

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

教
育
委
員
会
告
示

岐
阜
県
教
育
委
員
会
告
示
第
一
号

岐
阜
県
立
国
際
情
報
科
学
芸
術
ア
カ
デ
ミ
ー
の
管
理
運
営
事
務
の
う
ち
、
次
に
揚
げ
る
事
項
を
除
く

ほ
か
、
す
べ
て
の
事
務
を
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
付
け
で
岐
阜
県
商
工
労
働
部
長
に
委
任
し
た
。
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な
お
、
平
成
二
十
年
岐
阜
県
教
育
委
員
会
告
示
第
四
号
は
、
廃
止
す
る
。

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日

岐
阜
県
教
育
委
員
会

委
員
長

月

岡

時

子

１

岐
阜
県
立
国
際
情
報
科
学
芸
術
ア
カ
デ
ミ
ー
条
例(

平
成
七
年
岐
阜
県
条
例
第
三
十
号)

の
改
正

及
び
廃
止
に
関
す
る
こ
と
。

２

岐
阜
県
立
国
際
情
報
科
学
芸
術
ア
カ
デ
ミ
ー
の
管
理
運
営
に
関
す
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
教

育
委
員
会
規
則
第
十
六
号)

の
改
正
及
び
廃
止
に
関
す
る
こ
と
。
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